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～八女市新規創業・新事業展開補助制度～ 

市内で新規創業（開業）をお考えの皆さまへ 

既存事業から新分野・新事業展開を目指す皆さまへ 
 

 

  産業競争力強化法に基づき、市が行う創業支援事業として、市内で創業を目指す創業希望者や市 

内で既に営んでいる事業を承継し、新事業又は新分野への進出を目指す個人事業者や法人に対して、 

その経費の一部を補助金として交付することで、経営支援及び経営の安定を図ることを目的として 

います。 

 

 

 

 【新規創業とは】… 事業を営んでいない者又は新設した法人が市内において事業を開始するとき 

          （ただし、補助金申請には市が指定した「創業塾等」の受講が必要です） 

 

 【第二創業とは】… 市内において既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を

引き継ぎ、かつ、事業転換を行い新事業又は新分野に進出するとき 

 

 【新事業展開とは】… 既に事業を営んでいる個人又は法人が既存事業を維持し、市内において新 

           事業又は新分野に進出するとき（ただし、福岡県経営革新計画承認書を受け

て、その計画期間内に補助事業が完了するものに限ります） 

 

 【申請に係る留意事項】…  

①福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること。 

          ②暴力団員による不当な行為を防止する法律第２条第２号に規定する暴力団 

          又は同条第６号に規定する暴力団員である場合、又はそれらと密接な関係を有 

          している場合は補助対象外。 

          ③宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認め 

          られる場合は補助対象外。 

          ④申請時に個人にあっては、市内に住所及び事業所を有し、法人にあっては、 

          市内に事業所を有して事業所の登記を行っていること。 

          ⑤申請する補助事業が当該申請年度の３月３１日までに完了すること。 

⑥申請者において、市税、国民健康保険税（個人のみ）及び税外徴収金等の滞 

納がないこと。（ほかに要件があります。詳しくは、下記へお尋ねください。） 

 

八女市役所 建設経済部 商工・企業誘致課 商工振興係 

（本庁舎 北側２階）八女市本町６４７番地 

☎０９４３－２３－１１８９（直通）   【裏面もご覧下さい】 

補助対象・要件等 

補助金の目的 



 

 【新規創業補助金】… 市が認める対象経費の２分の１以内（上限５０万円）です。 

【新事業展開補助金】… 市が認める対象経費の２分の１以内（上限５０万円）です。 

※ただし、国（中小企業庁）の創業補助金（創業・第二創業）及びその他の補助金を申請される 

場合は、市補助金申請時の対象経費から国補助金（他の補助金を含む）の額を差し引いた額とな 

ります。 

【対象経費】… 次のとおりです（注：ただし、補助金の交付決定を受ける前に物品等を購入し

たり、工事等に着手した場合、その経費については補助金を受けることができません。又、事

業を営むうえで、直接必要と認められないものや消費税等は補助対象経費から除外します。） 

 ①開業（新事業展開を含む）又は法人設立に伴う司法書士若しくは行政書士に支払う申請資料 

作成に係る経費（ただし、登記等に要する登録免許税、定款認定料、収入印紙代及び証明書類 

取得費用を除く） 

 ②補助金交付決定の日から申請年度の３月３１日までに係る事務所又は店舗等の借入費（ただ 

し、申請者本人又は３親等以内の親族が所有する不動産等、住居部分の借入費ならびに対象物 

件の借入に伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料及び地震保険料を除く） 

 ③事務所、店舗等の開設に伴う外装工事又は内装工事費（ただし、住居部分を除く） 

 ④設備費：申請する事業において、直接必要とする機械装置、購入単価が 1,000 円以上の工 

具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の３月３１日までに係るリー

ス料又はレンタル料に限る。（ただし、購入費が５０万円を超えものは、できる限りリース又は

レンタルとすること。やむなく購入する場合は、その必要性を示す書類を別途提出） 

注）備品等については、パソコン及び車両本体の購入は対象経費として認めらせません。 

⑤試供品又はサンプル品の製作に係る原材料費（ただし、販売又は売上につながるものを除く） 

⑥広報費：広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ＤＭ等の郵送料、展示会等の出展費（ただ 

し、単なる切手の購入に係る費用を除く） 

⑦試供品又はサンプル等の製作に係る第三者への外注費（ただし、販売又は売上につながるも 

のを除く） 

⑧委託費：事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用（ただし、販 

売用商品及び有償で貸与する商品等の製造委託又は開発委託に係る費用を除く） 

【補助金返還となる場合】… 

   ①補助金を受けた翌年から２年以上事業が継続しなかったとき。 

   ②法人の場合、事業所登記を市外に移したとき。個人事業主の場合、住所を市外に移したとき。 

     ③補助金を受けて購入した備品等の転売又は目的外に使用している場合など。 

 

 

  【申請書及び提出書類】… ①補助金交付申請書 ②事業計画書 ③誓約書 ④その他添付書類 

   ◇申請書様式等は、八女市商工・企業誘致課、八女商工会議所、八女市商工会に備えております。 

八女市ホームページ（http://www.city.yame.fukuoka.jp/）からダウンロードいただけます。 

【八女市 H P ⇒ 事業者向け ⇒ 融資・助成金】 

 

   ★八女市役所 商工・企業誘致課 商工振興係   ☎０９４３－２３－１１８９（本庁２階） 

   ★八女商工会議所（八女市本村４２５－２２－２）☎０９４３－２２－５１６１ 

   ★八女市商工会（八女市黒木町今１３１４－１）  ☎０９４３－４２－０１５３ 

補助金の種類・金額・対象経費 

申請手続き等 

お問い合わせ・相談 

http://www.city.yame.fukuoka.jp/

